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財政的な支援制度について5
　土地所有者等が汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示された場合、基準に適合すれば、土壌汚
染対策法に定められた基金により都道府県知事等を通じた一定の助成がなされます。
　地方公共団体によっては、融資制度を設けているところもあります。詳しくは、お住まいの自治体
担当部署（24ページ「⑨お問い合わせ先」）にお尋ねください。

　汚染原因者が不明・不存在の場合の汚染の除去等の措置への助成を行っています。国からの補助及び産業界
等からの出えん（寄附）により基金を造成しており、また、広く一般の方からの寄附も受け付けています。なお、
基金の管理は指定支援法人である公益財団法人日本環境協会が行っています。
　土壌汚染対策基金からの助成は以下の要件を満たしたときに対象となります。
　◆法に基づく調査を行い、要措置区域に指定され、汚染の除去等の措置を講ずべきことの指示がなされていること
　◆汚染原因者が不明・不存在であること
　◆負担能力の基準を満たすこと　
　平成22年４月から施行された改正法により、法第４条の一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質の変更の届出の際
に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めた時の調査（10ページ参照）や法第14条の自主調査の結果汚染
が判明した場合にその調査結果を基に区域指定の申請を行い要措置区域に指定された場合（11ページ参照）も助成金
の交付対象となっています。
　なお、公益財団法人日本環境協会では助成金の交付を受けたいと考えている方に対する相談窓口を開設しています（24
ページ「⑨お問い合わせ先」参照）のでご活用ください。

土壌汚染対策基金による助成

助成金交付の流れ 【都道府県等の助成率が３／４の場合】

①国と産業界等からの出えんにより基金を造成。
②都道府県等が土地所有者等に対し助成を行うことを決定。
③一定の要件を満たす場合、基金から都道府県等に助成金を交付。
④都道府県等はその助成金に上乗せする形で土地所有者等に対し助成。
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（注）数字は、対策事業費を
　　1とした場合のそれぞれ
　　の負担割合（基本ケース）

1
4

18_土壌汚染対策法のしくみ_201803.indd   17 2018/04/09   11:19




